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第１章 計画を進める上での基本的な考え方 

 

１－１  はじめに 

 

これからのまちづくりにおいては、都市地域、農村地域と分けて考えるのでなく、一体的に

捉えて考えていくことが非常に重要であるので、本計画では、都市計画区域だけでなく、市域

全域を対象区域としています。 

このため、本計画は、都市計画制度による効率的な都市づくりを進めるための計画、いわゆ

る｢都市計画マスタープラン｣であると同時に、都市計画区域以外におけるまちづくりの指針と

しても活用できる計画として策定しています。 

 

「第４部 計画の実現に向けて」では、全体構想や地域別構想で示した「まちづくり方針」や

「先導的まちづくり構想を踏まえての展開方針」などに基づくまちづくりを実現するために、

市民や行政などが果たすべき役割や、今後取り組んでいくべき事項などについて、「都市計画」

の分野に限定せずに幅広い範囲で整理します。 

 

「第１章 計画を進める上での基本的な考え方」では、計画の実現に向けての留意点と、そ

れに基づく基本的な考え方を整理します。 

 

「第２章 計画の実現方策」では、まちづくりを進める上での市民・企業・行政等の役割や、

まちづくりを推進するための具体的な手段、活用が期待される代表的な制度などについて整理

します。 
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１－２  実現に向けた基本的な考え方 

 

計画の実現のためには、何よりも行政だけでなく、まちの主役となる市民や企業等との協働

によるまちづくり活動が重要です。 

また、これからのまちづくりは、都市地域、農山村地域と分けて考えるのではなく、市全体

を一体的に捉えて、都市計画や都市整備に関する分野だけでなく、環境、産業、福祉、教育、

文化など、様々な分野と関連させて考えていくことが重要です。 

そのようなことから、計画の実現に向けては、様々な立場や分野との連携・協働により取り

組むことが重要であり、以下の点に注意しながら計画を推進していくことが必要です。 

 

①行政だけでなく、まちの主役である市民や企業などとの連携による取り組みが必要 

②市民主体のまちづくり活動を支援する仕組みづくりや、行政内での都市計画、都市整

備、環境、産業、福祉、教育、文化などの各分野と連携した取り組みが必要 

③都市計画マスタープランの効果的な運営を図っていくことが必要 

 

以上を踏まえ、以下に示す３つの「計画を進める上での基本

的な考え方」を念頭に置きながらまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①唐津市民、企業等と行政の協働による 

まちづくりの推進 

②計画の周知とまちづくり情報の共有化 

③市民のまちづくり活動への支援 

①庁内横断的組織づくりと人材育成 

②協働のまちづくりを支援する体制づくり 

③唐津市市民協働指針の運用 

①長期的な行財政運営の視点に立った 

計画的なまちづくりの推進 

②先導的まちづくり構想の推進 

③国・県および教育研究機関等との連携強化 

④計画の適切な管理と見直し 

＜基本的な考え方＞ ＜計画の実現方策＞ 

（１）市民や企業等との協働に 

よるまちづくり 

（２）まちづくりの推進体制の 

充実・強化 

（３）都市計画マスタープランの

効果的な運用 

図 都市計画マスタープランの実現に向けた施策の体系 
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第２章 計画の実現方策 

 

２－１  計画の実現に向けた取り組みの推進 

 

（１） 市民や企業等との協働によるまちづくり 

計画の実現のためには、行政はもとより、まちづくりの主体となる市民や企業等との連携・

協働によりまちづくりを進めることが重要です。 

そのため、まずは行政だけでなく市民や企業等と協働でまちづくりを取り組んでいく環境

を整えます。その上で、都市計画マスタープランの内容やまちづくり情報について、市民・

企業・行政間での情報共有化を進めるとともに、自主的にまちづくりに取り組んでいる団体

への支援、および市民参加の場づくりや仕組みづくりを積極的に進めます。 

 

①唐津市民、企業等と行政の協働によるまちづくりの推進 

唐津市都市計画マスタープラン策定にあたっては、市民代表・各種団体代表、学識経験

者等による策定委員会、市民アンケート、地域別説明会、地域審議会など多くの市民の方

に参加していただきました。 

今後も、唐津市都市計画マスタープランの実現のためには、行政はもとより市民・企業

等それぞれが、適切な役割分担のもとに協力しあう「協働」によるまちづくりを進めるこ

とが重要です。 

このため、各施策実施においては、計画段階から市民や各種団体等の参画を進めるとと

もに、維持・管理段階における市民等の積極的な参画を促進します。 

  

 

 

・まちづくり情報の積極的な提供 

・まちづくり活動への支援 

・行政内の横断的な支援体制の強化 

・県や国などの関係機関への要望、調整 

               など 

 

 

・専門的な知識や技術を活かしたまちづ

くりへの取組み 

・企業活動を通じたまちづくりへの参画 

・地域環境向上への取組み 

               など 

 

 

・まちづくりへの提案や意見表明 

・地域単位でのまちづくりへの参画 

・地域活動、ボランティア活動への参加

など 

企業等の役割 行政の役割 

市民の役割 

協 働 

連携 連携 

連携 

図 実現に向けた協働体制のイメージ
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②唐津市都市計画マスタープランの周知とまちづくり情報の共有化 

唐津市都市計画マスタープランの実現を図るには、まず、まちづくりの主役となる市民・

企業等や行政が十分に都市計画マスタープランを理解し、まちづくりに関する情報を共有

することが重要です。 

このため、行政は、広報やホームページ、説明会や勉強会などにより、都市計画マスタ

ープランの積極的な周知に努めるとともに、市民や企業等との対話を行い、お互いの理解

を深め、まちづくりの実現に向けた取り組みを行います。 

また、まちづくりの成果についても、広く市民に周知し、まちづくりの機運を高めてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③市民のまちづくり活動への支援 

本市には、「みなとまちづくり懇話会」や「唐津市まちなか再生推進グループ」など、多

数のまちづくり団体が立ち上がっており、これら団体のまちづくりへのさらなる参画が期

待されています。 

このため、これら自発的にまちづ

くりに取り組む団体に対しては、「必

要な情報の提供」、「話し合いの場の

提供」、「まちづくり専門家の派遣」

などの支援策を検討します。 

また、まちづくり団体等から出て

くる積極的な提案は、まちづくりを

進める上で重要な役割を果たします。

このような活動が広がり、活力ある

まちづくりにつながるよう、自由に

参加できる場の提供や、その活動を

支援する仕組みについて検討します。 

図 まちづくり情報の共有化のイメージ 

まちづくり
団体 

情 報 の 提 供 
専 門 家 の 派 遣 
話 し 合 い の 場 の 提 供 
自由に参加できる場の提供 
活動を支援する仕組みづくり 

 

企業等 

まちづくり情報の 

共有化 

唐津市都市計画 

マスタープランの周知 

まちづくりの成果の周知

広報、ホームページ、説明会、勉強会など 

行 政 

唐津市民 

行政

ま ち づ く り の 
積 極 的 提 案 

よ
り
よ
い 

ま
ち
づ
く
り
の
展
開
へ

図 まちづくり団体への支援のイメージ 
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（２） まちづくりの推進体制の充実・強化 

市民主体のまちづくりを推進していくためには、それを支える行政内部の体制づくり、お

よび市民参加のまちづくりを支える仕組みづくりが重要です。 

このため、市の庁内組織体制の充実とまちづくりを担う専門職員などの人材育成を図ると

ともに、参加のまちづくりを支援する組織づくり、協働のまちづくりの行動指針となる「唐

津市市民協働指針」に基づいた取組みを推進します。 

 

①庁内横断的組織づくりと人材育成 

今後、本市の目指すべき将来像の実現に向けたまちづくりを進めていくためには、行政

内においても部署間を超えた連携を図りながら実現化に向けて取り組んでいく体制づくり

が必要です。 

このため、各分野におけるまちづくり方針の推進の際には、都市計画や都市整備関係部

署だけでなく、環境、農政、森林、商工観光、教育、福祉、文化など、様々な分野の関連

部署との横断的な取り組み組織（プロジェクトチーム等）づくりを進めていきます。 

併せて、研修や地域での実践的なまちづくり活動を通して行政職員の専門性を高めるな

ど、人材の育成にも努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画や都市整備分野

だけでなく、様々な分野

が関係 

これらと連携した横断的取

り組みを進めることが必要

関連部署間の横断的な取

り組み組織づくりを推進

（プロジェクトチーム等）

一般的な都市計画マスタープランの対象範囲

⇒都市計画区域 

今回の都市計画マスタープランの対象範囲 

⇒行政区域全体 

図 実現化に向けた横断的な組織づくりのイメージ

めざす将来像の実現 
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②協働のまちづくりを支援する体制づくり 

本市には、地域のまつりやコミュニティ活動を担う町内会などの地縁団体や、地域の安

全を支える消防団はもとより、まちづくり団体や NPO などの市民団体が多数存在してお

り、今後もさらなるまちづくりへの参画が期待されています。特に各地域における課題解

決のためには、地域自らが中心となって取り組んでいくことが重要なことです。 

しかし、人口減少、高齢化等により地域力が低下している現状では、地域だけで解決す

ることが困難になってきています。そのため、今後のまちづくりにおいては、地域、市民

団体、行政が目的意識や情報を共有しながら、

隣接する地域との連携や高齢者福祉や育児な

どの地域課題を解決するノウハウや専門性を

持った市民団体との連携や支援など、柔軟な

取り組みを行っていくことが必要です。 

さらにこれらの取り組みがコミュニティビ

ジネスに発展できるような新たな組織・体制

づくりやそれをマネジメントする組織づくり

についても検討を進めます。 

 

③唐津市市民協働指針の運用 

協働によるまちづくりを進めていくためには、

市民、ＮＰＯ・ボランティア団体等、企業、行政

がまちづくりに取り組む姿勢や理念について共通

の認識をもつ必要があります。 

このため、本市では、市民一人ひとりが、快適

で、安全で、温もりのある、暮らしやすい「まち」

を、自分たちの手でつくっていくことを目的とし

た「唐津市市民協働指針」を策定しました。 

この中では、市民である自分たちがまちづくり

の担い手という自覚を持った「市民参画」、同じ目

的で集まった市民と市との役割分担による「協働」、

自治会や町内会が持つ地域力を高めた「地域コミュニティ」の３つを基本方針としてまち

づくりに取り組んでいくことを示しています。 

今後は、この指針に基づいた市民協働の取組みを積極的に進めていきます。 

 

 

 

図 地域・市民団体・行政間の連携を図る 
組織・体制のイメージ 

町内会 

消防団

まちづくり
団体 ＮＰＯ

行 政

まちづくり 

支援組織 

(仮称) 

地域 

市民団体 

行 政
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（３） 都市計画マスタープランの効果的な運用 

まちづくりは長い時間と労力、多大な費用がかかります。 

都市計画マスタープランの実効性を高いものにするためには、長期的な視点に立った効果

的な運用を図っていくことが必要です。 

このため、長期的な行財政運営の視点に立った計画的なまちづくりの推進、先導的まちづ

くり構想の推進、国・県への事業の早期実現に向けた働きかけや関係機関との連携強化、計

画の適切な管理と見直しなどを積極的に行います。 

 

①長期的な行財政運営の視点に立った計画的なまちづくりの推進 

まちづくりは、長い時間と労力、多大な費用が必要となります。また、持続的にまちづ

くりを進めるためには、安定した財源の確保が欠かせません。 

今後のまちづくりは、これまで整備されてきた公共施設や都市基盤などのストックを維

持・活用しつつ、限られた財源と人材をいかに活用し、効果的に事業に投資していくかと

いう視点が求められています。 

このため、整備の必要性や緊急性、合意

形成、事業化の熟度、事業効果など、あら

ゆる角度から検討し、国・県等の補助制度

の活用など、多様な方策による財源の確保

を図りながら、長期的な行財政運営の視点

に立った計画的かつ効率的なまちづくりを

推進します。 

 

 

 

②先導的まちづくり構想の推進 

まちづくりの推進のためには、計画全体

を一律に取り組むよりも、計画をけん引し

ていく事業から取り組むことが重要です。 

そのため、本計画では「先導的まちづく

り構想」として、①観光交流まちづくり、

②水と緑の景観まちづくり、③市民協働の

まちづくり の３つを柱として、それに関

連する事業を先導的に取り組み、その波及

効果により計画全体の実現に向けて取り組

んでいきます。 

（景観等）

（市街地整備）

補
助
制
度
の 

活
用
等 

必要性・緊急性

合意形成

事業化の熟度

事業効果 

都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン 

まちづくりの推進

図 計画的なまちづくり推進のイメージ 

図 先導的まちづくり構想の推進イメージ 

（土地利用）

（都市施設）
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③国・県および教育研究機関等との連携強化 

都市計画マスタープランの実現にあたっては、各種関係機関との連携が不可欠です。 

このため、西九州自動車道、佐賀唐津道路をはじめ、国道204号や国道323号、県道、

河川・港湾等の事業者である国や県に対して事業の早期実現を働きかけていきます。 

また、ＪＲやバスなどの交通事業者、警察、消防など、多様な関係機関の協力と協議・

調整を図りながら、まちづくりを推進します。 

その他、唐津市が協力協定を結んでいる佐賀大学、九州大学、早稲田大学などの教育研

究機関との連携により、将来計画の実現を目指します。 

 

④計画の適切な管理と見直し 

本市の今後のまちづくりは、唐津市都市計画マスタープランの方針に基づき、各種制度

や事業を活用して推進していくことになりますが、まちづくりの進捗状況を確認・評価し、

必要に応じて見直し・改善を行うなど、計画の適切な管理を行っていく必要があります。 

また、唐津市都市計画マスタープランは、概ね 20年後を目標に策定していますが、地

域の状況や社会・経済状況の変化、また、上位計画の見直しなどが考えられます。 

このため、都市計画マスタープランの運用にあたっては、時代の変化や多様化する市民

ニーズに柔軟に対応する必要があり、適切な時期に見直しを行うとともに、内容の充実を

図ります。 
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唐津市の将来像の実現（概ね２０年後） 

唐津市都市計画マスタープラン 
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し

第２次唐津市総合計画 

第３次唐津市総合計画 

唐津市総合計画 

図 都市計画マスタープランの適切な管理と見直しのイメージ 
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２－２  市民主体のまちづくり活動の推進 

 

前項まで「２－１ 計画の実現に向けた取組みの推進」について整理しましたが、今後のま

ちづくりにおいては、何よりも「市民との協働によるまちづくり」の重要性が高まっています。 

そのため、ここでは、「市民が主体となったまちづくり活動と行政の役割」について改めて整

理します。 

 

（１） 市民が主体となったまちづくり活動と行政の役割 

市民が主体的にまちづくりに参加するためには、身近なまちづくりに対する意識を育むと

ともに、市民が積極的に活動できる環境を整え、活動の輪を広げることにより、本市全体に

浸透させる仕掛けが必要です。 

そのため、より一層の庁内連携を図りつつ、まちづくりに関する情報の提供・助言をはじ

め、各種制度の活用などにより、市民にとって身近な地域や地区における取り組みを支援し

ます。また、土地利用や緑化、景観形成などに関するルールづくりだけでなく、実現に向け

た社会実験、交付金制度等の活用など、市民と行政が様々な形で連携したまちづくりを推進

します。 

めざす将来像の実現 

まちの顔となる

街並みをつくり

たい 

美しい海や豊か

な山林など自然

環境を守りたい 

乱開発を 

防止したい 

賑やかな街なか

を再生したい 

市民：身近な地域や区域における
まちづくりの問題・課題の共有 

自分たちで身近にで

きることからの実践

協議の場への参加 

地区計画制度 

都市計画提案制度 

建築協定などの協定 新たな公 

エリアマネジメント

市民が主体となった計画の検討・実践

行 政 

積極的な情報提供 

地域の勉強会や 

懇談会などへの参加 

交付金事業などの 

制度の活用、 

社会実験など 

市独自の支援制度などの

活用・創設検討 

図 市民が主体となったまちづくりの流れ 

花や緑あふれる

まちをつくりた
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（２） 各種制度等の活用 

市民が主体となった計画の検討・実践手法として、次のような制度があります。これら

制度の活用により本市の将来像実現を図ります。 

 

①都市計画提案制度 

都市計画提案制度は、住民が主体的なまちづくりを行うため、行政が定める都市計画

について提案を行うことを可能とした新しい制度です。 

本制度は、平成 14年の都市計画法改正により創設され、都市計画区域又は準都市計

画区域において、土地所有者やまちづくりＮＰＯ、都市再生機構等が、土地所有者等の

３分の２以上の同意等、一定の条件を満たした場合、マスタープランを除く全ての都市

計画について、その案を提案することができる制度です。 

また、平成18年の都市計画法の改正では、提案権者の要件が拡充され、従来の土地

の所有者等やまちづくりＮＰＯ等に加え、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公

社、まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして一定の開発事業の実績を有

する等の要件を満たす団体も都市計画提案を行うことが可能となっています。 

 

 

 

 

図 都市計画提案制度の流れ 

今後の活用例としては、例えば、用途地域や地区計画の決定・変更に対し、この制度

活用が有効であることが考えられます。本市においては、協働のまちづくりを進める一

つの有効な手段として、制度の活用を支援していきます。 

 
土地所有者、まちづくり NPO、条例で定める団体などによる 

都市計画の提案（発意） 
  （提案の要件） 

① 一定の面積以上の一体的な区域 
② 都市計画マスタープランなど都市計画に関する法令上の基準に適合 
③ 土地所有者の３分の２以上の同意 

提案受理・決定等をする必要があるかを判断 

提案を踏まえて決定・変更する 
必要があると認めるとき 

提案を踏まえて決定・変更する 
必要がないと認めるとき 

公聴会の開催等 
都市計画の案の作成 

都市計画の案の縦覧 
住民等による意見提出 

都市計画の案及び提案素案を都市
計画審議会に付議等 

 
都市計画の決定・変更 

都市計画審議会に提案を提出し、
地方公共団体の見解を付して 
意見を聴く 

 
都市計画の決定・変更を行わない

都市計画の決定・変更を行わない
理由等を提案者に通知 

都
市
計
画
決
定
権
者 
提 
案 

者 
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②地区計画 

地区計画は、都市計画法に基づき、既存の都市計画を前提に、住民の合意に基づき、

ある一定のまとまりを持った身近な「地区」を対象にして、その地区の実情に合ったよ

りきめ細ルールを定めるものです。 

 

 

＜地区計画で定められる内容＞ 

・地区施設（生活道路や小公園など）の配置、規模 

・建築物等の制限（用途、容積率、建ぺい率、デザイン、壁面の位置の制限等） 

・保全すべき樹林地等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省ホームページ

本市では「東唐津駅南地区」の１地区で地区計画が決定されています。 

今後の活用例としては、例えば、唐津市中心部から港までのアクセスルートとなる「市

道妙見満島線」沿道における建築物の形態規制・誘導などのコントロールや、用途地域

内の既存住宅団地における良好な居住環境の確保等に対し、この制度活用が有効である

ことが考えられます。 

前項の「都市計画提案制度」との連携により取り組みを推進します。 
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③建築協定、景観協定、緑化協定 

まちづくりのルールとして、都市計画法に基づく地区計画のほか、建築基準法による

建築協定、景観法による景観協定、および都市緑地法による緑化協定など、地域住民の

自主的なルールを定めることができます。 

 

○建築協定 

建築協定は、住宅地などの良好な環境を形

成するために、建築基準法に基づき、土地や

建物の所有者同士、又はそれらの所有者と建

設業者などとの間で、建築物に関する基準

（用途、敷地、形態・意匠など）について、

建築基準法の制限に上乗せして独自の基準

をつくり、協定として定めるものです。 

 

 

○景観協定 

景観協定は、街並みなどの良好な景観を形

成するために、景観法に基づき、土地所有者

等の全員の合意の上で、建築物の形態意匠、

敷地、位置、規模、用途等の基準や緑化に関

する事項、屋外広告物の基準など幅広い項目

について協定として定めるものです。 

 

 

○緑化協定 

緑化協定は、都市緑地法に基づき、自分た

ちの住むまちを良好な環境としていくため

に話し合い、土地所有者などの全員の合意に

よって、緑地の保全・緑化に関する協定を定

めるものです。 

 

 

 

 

■建築協定の内容 

○土地の区域（建築協定区域） 

○建築物に関する基準（建築物の敷

地、位置、構造、用途、形態、意

匠、建築設備に関する基準） 

○協定の有効期間 

○協定違反があった場合の措置 

 

■景観協定の内容 

○土地の区域（景観協定区域） 

○良好な景観の形成のために必要な

もの（建築物の形態意匠、敷地、

位置、規模、構造、用途、建築設

備、屋外広告物等、農用地の保全・

利用等に関する基準） 

○協定の有効期間 

○協定違反があった場合の措置 

■緑化協定の内容 

○土地の区域（緑化協定区域） 

○緑地の保全または緑化に関する事

項のうち必要なもの（保全または植

栽する樹木などの種類・場所、管理

に関する事項、保全または設置する

垣または柵の構造、緑地の保全また

は緑化に関する事項など） 

○協定の有効期間 

○協定違反があった場合の措置 

各種協定は、身近なまちづくりの道具であり、所有権等が移転した場合にも継承され

るという法的効果もあるため、住民発意のまちづくりのきっかけとなることが期待され

ています。 

本市においては、これらのルールづくりの促進に向けて、必要な情報提供やアドバイ

スなどの支援を積極的に行っていきます。 
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④エリアマネジメント 

エリアマネジメントとは、地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させる

ための、市民・地権者などが主体となるまちづくりの取り組みのことです。 

この中には、快適で魅力に富む環境の創出や美しい街並みの形成、資産価値の保全・

増進等に加えて、安全・安心な地域づくり、良好なコミュニティの形成、地域の伝統・

文化の継承等、ソフトな領域のものも含まれます。 

国においても各種支援策を準備しており、エリアマネジメントを推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、戸建て住宅地において、快適で魅力的な環境の創出、美しい街並みの形成、

安全、安心な地域づくりなど、多彩なエリアマネジメント活動が展開されることにより、

総体的な地域環境の質が高まることが期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省ホームページ

図 エリアマネジメントのイメージ

図 戸建て住宅地におけるエリアマネジメント活動の例 

 

価値ある地域の形成・活性化 

  町内会・自治会 

公園等の

維持管理 

 まちづくり組織 

公開空地等の

維持管理 

 ＮＰＯ法人 

地域の 

美化・緑化

 商店街振興組合

地域の 

ＰＲ・広報

それぞれの活動に適した組織を設立するなど、様々な組織が重層的に活動

一定のエリアを対象 

行政 

支援 

協働 

役割分担 

 エリアマネジメント 

推進組織 

地域の将来像・プランの

策定・共有化 

 

良好な居住環境の実現 

  

 

活動内容 

街並みの 

維持・管理 

・統一的な樹木等の植栽 

・コモンスペースの 

維持管理 等 

生活支援 

サービス 
・高齢者や子育ての 

 支援サービス 等 

活動主体（組織） 

町内会・自治会

まちづくり組織 

ＮＰＯ法人 

負担金   運営参画 

住民 

行政 
支援 

協働 

役割分担 

・公園等の維持 

 管理を委託 

・活動の助成 等 

・防犯パトロール 

・防犯カメラの設置 等 
地域防犯活動

本市においては、唐津市中心市街地の再生等に対し、この制度活用が有効であること

が考えられます。今後は、協働のまちづくりを進める一つの有効な手段として、この制

度の活用に対して支援していきます。 
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⑤新たな公 

「新たな公」とは、国土形成計画において、今後の地域経営の機軸となるべきものと

位置づけられているもので、行政が提供していたサービスを行政に代わって提供してい

くだけでなく、従来行政が行ってこなかったような公共的な仕事（過疎地有償運送等）

を行っていくもの、さらには、もともと民間の仕事であったものに公共的な意味を与え

て提供するもの（空き店舗を活用した活性化活動等）など、多様な活動に係る「地域づ

くりの担い手」となるものです。 

社会貢献による参加者の自己実現や地域経済の活性化、社会的コストの軽減効果など、

多面的意義があります。 

なお、本制度は、都市計画区域に関係なく全ての地域での活用が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省ホームページ

図 「新たな公」によるコミュニティ創生支援モデル事業の概要 

本市においては、耕作放棄地や荒廃林、空き家対策など、中山間地域が抱えている課

題に対し、この「新たな公」の制度活用が有効であることが考えられます。今後は、こ

の制度を活用した多様な担い手づくりの取り組みに対して支援していきます。 


